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令和７年度監査報告書【外部資金の経理】 

 

令和７年度内部監査実施計画書【外部資金の経理】に基づく監査の結果を次のとおり

報告します。 

 

 

１．被監査部局名（被監査者） 

    各部局、各課・室、科学研究費補助金等の外部資金を受けた研究課題・研究者につ

いて監査を行った。 

 

２．監査の種類 

    会計監査 

 

３．監査の実施期間 

  令和７年１０月～令和８年２月 

 

４．監査の方法 

  科学研究費補助金等の競争的研究資金や受託研究費、奨学寄附金等の外部資金の

受け入れ及び執行状況、設備の稼働状況等について実地監査を行った。 

監査項目は以下のとおりとし、詳細は「別紙１」による方法で行った。 

 【科学研究費補助金・通常監査】及び【受託研究費等外部資金】 

「科研費・通常監査」については、令和６年度及び令和７年度に交付を受けてい

る研究課題のうち、旅費又は謝金の執行額や執行割合が多いものを優先的に抽出し

た（過去５年間に監査を実施した研究者を除く）。 

「受託研究費等外部資金」については、令和６年度に受けた受託研究費等のうち

２０％程度を抽出した。 

（１）収支簿（予算差引簿）の確認、（２）証拠書類（領収書、見積書、納品書等）

の確認、（３）目的外使用の確認（有効性の確認）、（４）物品発注・検収体制の確

認、（５）設備備品の設置状況・稼働状況の確認、（６）業務委託契約の確認、（７）

出張の実在性の確認、（８）謝金の実在性の確認、（９）非常勤雇用者の労働管理体

制の確認、（１０）合算使用・繰越使用の確認、（１１）受入手続きの確認（対象は

受託研究費等外部資金のうち、受入れ金額が５００万円以上の研究課題とする。）、

（１２）内部統制の整備、運用状況の確認、（１３）経済性・効率性の確認 

 【科学研究費補助金・特別監査】 

令和６年度に交付された金額１５０万円以上の科研費研究課題全て（過去５年間

に監査を実施した研究者を除く）。監査項目は上記【科研費・通常監査】の（１）～

（１３）に加え、下記の（１４）とした。 

（１４）業者への取引内容の確認 
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別紙１ 

――  監査項目と項目毎の点検事項  ―― 

 

（１）収支簿（予算差引簿）の確認 

財務会計システム等から出力する収支簿（予算差引簿）が適正に記載されている

か、支出決議書と突合し確認する。 

（２）証拠書類（領収書、見積書、納品書等）の確認 

支出決議書が証拠書類に基づき、適正に作成されているか確認する。 

（３）目的外使用の確認（有効性の確認） 

執行内容が研究課題・研究目的に合ったものか確認する。 

（４）物品発注・検収体制の確認 

物品発注が財務課から行われているか物品請求システムの履歴の確認を行い、

検収が適正に行われているか現地調査等にて確認する。 

（５）設備備品の設置状況・稼働状況の確認 

納入された備品が適正に設置され稼働しているか実地監査を行う。 

（６）業務委託契約の確認 

契約書は適切か、仕様書は業務内容が詳細な作りであるか、実施計画書（作業日

程表）・作業指示書・成果物等の保存がされているか確認する。 

（７）出張の実在性の確認 

出張報告書が適正に提出されているか、用務内容が研究目的・研究課題と合って

いるかを確認する。また、出張の事実を証拠書類等で確認する。 

（８）謝金の実在性の確認 

謝金実施伺・出勤票・成果物・受給者へのヒアリング等で業務が行われた実績を

確認する他、出勤票が事務室で適正に管理されているか確認する。 

（９）非常勤雇用者の労働管理体制の確認 

非常勤雇用者の労働状況について非常勤雇用者へヒアリングを行う他、出勤簿

が事務室で適正に管理されているか確認する。 

（１０）合算使用・繰越使用の確認 

他の経費と合算使用した場合や、年度繰越した場合の使い方が適切か確認する。 

（１１）受入手続きの確認 

受入れの手続きが適正であるか確認する。（対象は受託研究費等外部資金のうち、

受入れ金額が５００万円以上の研究課題とする。） 

（１２）内部統制の整備、運用状況の確認 

内部統制（不正を防止する仕組み）の整備や運用状況について、適正に行われて

いるか確認する。 

（１３）経済性・効率性の確認 

無駄な支出はないか、非効率な取引・業務がないかを確認する。 

（１４）業者への取引内容の確認（【科学研究費補助金・特別監査】のみ該当） 

架空発注がないか、業者から取り寄せた売上伝票（払い出し伝票等）と納品の日

付について確認する。 


